
 

若年がん患者在宅療養支援事業 

〜６月３日（月）から申請受付が始まります〜 

 

在宅で療養生活を送る４０歳未満のがん患者を対象に、在宅介護サービスにかかる利用料

等の一部を助成します。 

 

１ 対象者 

  次の要件すべてに該当する人 

  ・相模原市に住民登録のある４０歳未満のがん患者（※１）で在宅介護サービスが必要である 

  ・他の制度（※２）において同様のサービスの利用を受けることができない 

※１：医師から一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された人 

※２：他の制度とは、障害福祉サービス、介護保険サービス、小児慢性特定疾病医療給付制度等 

 

２ 対象サービスと助成額 

  

３ 利用申請から助成金交付までの流れ 

（１）利用申請と決定（市⇔申請者） 

利用申請書及び医師の意見書を市に提出。申請内容の審査完了後、市で利用決定 

（２）サービス利用と支払い（申請者⇔事業者）  

利用決定後に介護保険指定事業者と契約しサービス提供を受け、利用料を支払う。 

（３）助成金の請求と交付（市⇔申請者） 

    市に助成金交付のための請求書等を提出、審査完了後に指定された口座に入金 

 

４ 申請先 

  健康増進課 ※申請書類は、以下の２次元コードからダウンロード、又は健康増進課から

送付いたします。詳細はチラシをご覧ください。 

対象サービス 助成額 

訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与・購入 
※介護保険法で利用できるものに準じる 

サービス利用料の９割相当額 

（最大５４，０００円／月） 

意見書作成料 １回 上限５，０００円 

令和６年５月１３日 

相模原市発表資料  
 

市ホームページ 

問合せ先 

健康増進課 

直通電話 ０４２‐７６９‐８３２２ 






